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農業者年金に加入しませんか
～ しっかり積み立て、がっちりサポート　安心で豊かな老後を～

○農業に従事されている方は誰でも加入できます。
　60 歳未満の国民年金第１号被保険者であって年間 60 日以上農業に従事している方は誰でも
加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。

○少子高齢化時代に強い年金です。
　納めた保険料とその運用収入を、将来受給する年金原資として積み立てていき、年金原資の
額に応じて年金額が決まる確定拠出型の年金です。

○ 80 歳までの保証付きの終身年金です
　農業者老齢年金は、原則 65歳から生涯支給されます。仮に 80歳前に亡くなられた場合でも、
80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。

○税制面での優遇措置があります。
　支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税になります。
また、将来受け取る年金も公的年金控除が適用されます。

○担い手には保険料の国庫補助があります。
　認定農業者で青色申告者であるなどの一定の要件を満たしている方には、保険料の国庫補助
（最高５割）があります。

農地パトロールと利用意向調査について

　農業委員会では、今年度も遊休農地の現地調査と利用状況調査を実施しています。
　「利用状況調査」とは本市の農地全てを調査することにより、無断転用や新たな遊休農地の
ほか、以前に指導を行った遊休農地の現状を把握し、地域のかけがえのない資源である農地を
守るための指導対象とすることや、遊休農地の再生利用に向けた事業に結び付けていくために
実施するものです。この調査で、確認された遊休農地や遊休農地の恐れのある農地については、
農地としての利用をお願いするとともに、農地の有効利用を進めるため「利用意向調査」を実
施することになります。

　農地パトロールで把握した「遊休農地」と「耕作者が不在又は不在となることが確実な農地」
の所有者等の皆さまを対象に、農業委員会が①農地中間管理機構に貸し付ける。②自ら買い手
または借り手を見つける。③自ら耕作する等の今後の意向を確認します。利用意向調査の回答
を踏まえ、農地の貸し付けの斡旋など農地の有効利用を進めていきたいと思います。
　なお、調査のために農業委員・農地利用最適化推進委員及び事務局職員が農地に立ち入るこ
とがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
遊休農地とは（農地法第32条）
　過去１年以上にわたり農作物の作付けが行われておらず、かつ、今後も農地所有者等による
農地の維持管理（草刈り、耕起等）や農作物の栽培が行われる見込みがない農地
※作物が作付けされていなくても維持管理がなされていれば遊休農地ではありません。
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農地中間管理機構を活用しましょう！
　農地の有効利用を図り、農村の活性化を進めるため、農地中間管理機構（（公財）鳥取県
農業農村担い手育成機構）では、皆様から農地を預かって、担い手に集積しています。

頑張って農業を続けていても、体力の衰えや機械の老朽化などで、営農の
中止や規模を縮小せざるを得ない場合があります。このような時には農地
を耕作できる人に貸出しましょう。

農地中間管理機構への農地の貸付けについてご検討される場合は、まずは、
鳥取市農政企画課担い手支援係にご相談ください。

農地の条件等を確認し、機構に農地を登録します。

①受け手との調整を行った後で、農地中間管理機構が農地をお借りし、信
頼できる担い手に耕作してもらいます。（農地は貸付期間終了後、必ず
返ってきます。）

②10年以上での貸付けなど、要件を満たす出し手には、経営転換協力金
（1.5 万円／ 10ａ、※上限額 50万円／１戸）、また、税金の優遇措置
が適用されます。

★耕作ができなくなりそうな場合は

★機構に登録した後は

鳥取市役所　農政企画課又は各総合支所産業建設課

※鳥取市農林水産部農政企画課（0857－30－8305）
　鳥取市は機構から業務の委託を受けて、相談窓口業務等をおこなっています。

相 口窓談

リタイヤ・規模縮小農家等から担い手へ円滑な農地集積を図る仕組み

〈農地中間管理機構が行うこと〉
①農地を借受け（必要な場合は基盤整備を実施）
②担い手がまとまりのある形で農地を利用できるよう配備して貸付け
※集落における人・農地プラン策定の話合いと連動して農地中間管事業を実施

農
地
の
出
し
手

借受け 農地中間管理機構
（公財）鳥取県農業農村担い手育成機構

借受け希望

貸付け

農
地
の
受
け
手

＊公的な機関なので安心

〈農地集約のイメージ〉

分散・錯綜した農地利用

A

B C

担い手ごとに集約
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　とっとりふるさと就農舎では、鳥取市内にお住まいの方や鳥取市に定住し就農を
目指す意欲ある研修生を募集しています。

○研修内容：研修者の農業経験レベルや研修開始後の技術習得状況に合わせて、次
の研修を行います。
　【就農舎研修、先進農家研修、経営継承研修】

○研修期間：原則２年間

○研修場所：就農舎及び就農舎管理ほ場（国府地域）、先進農家（鳥取市内）等

○研修期間中の生活支援あり 

○応募資格
　・農業（独立自営就農）に対する意欲があり、原則として満 60 歳までの方
　・農業研修終了後に就農し、３年以上鳥取市に定住すること　等

○選考方法：事前に行う農業体験での評価、書類選考、面接及び作文により決定し
ます。

　詳しくは、下記問い合わせ先にご相談ください。

【問い合わせ先】鳥取市役所農政企画課
〒 680-8571　鳥取市幸町７１
電話 0857－30－8305　FAX0857－20－3947

とっとりふるさと就農舎　農業研修生募集
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Ｑ：農地に住宅を建てたいのですが何か手続きが必要ですか？

Ａ：農地を住宅や店舗、工場などの建物敷地や駐車場、資材置場など農地以外の
用地に転用する場合には農業委員会への許可申請が必要です。なお、市街化区
域内の農地転用についても、あらかじめ農業委員会への届出が必要です。

※転用手続きについて　申請の締め切りは毎月 20 日です。

Ｑ：一時的に転用する場合も許可が必要ですか？

Ａ：農地を一時的に資材置場、仮設事務所、砂利採取場等として利用する場合も
転用になり、許可申請等が必要です。

Ｑ：農地を手続せず転用するとどうなりますか？

Ａ：農地を無断転用した場合、違反者は、最高３年以下の懲役または 300 万円以
下の罰金（法人は１億円以下の罰金）に処せられることがあります。農地転用
する場合には必ず事前に許可を受けてください。

Ｑ：耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合は、どのような手続きが必
要でしょうか？

Ａ：耕作目的で農地や採草放牧地について所有権を移転し、または、使用貸借に
よる権利等を設定・移転する場合には農地法第３条の許可が必要です。
　また、期間を定めて賃借する場合、貸し手と借り手の話し合いにより条件を
設定し簡単な手続きで契約が結べる農業経営基盤強化促進法に基づいた※利用
権設定（賃貸借、使用貸借契約）による方法もあります。※市街化区域の農地
は除きます。

Ｑ：農地を相続する場合には農地法の許可が必要ですか？

Ａ：農地法第３条の許可は必要ありませんが、農地を相続した場合は農業委員会
への届出が必要です。

◆：届出が必要な方
　　農地法の許可を要さずに下記の理由で農地の権利を取得した方
　　〇相続（遺産分割・包括遺贈を含む）　〇法人の合併・分割
　　〇時効　等

農地に関するＱ＆Ａ
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農
家
相
談
の
お
知
ら
せ

　

農
業
委
員
会
で
は
、
左
記
の
と
お
り

農
家
相
談
を
開
催
し
ま
す
。
相
談
希
望

の
方
は
、
事
前
に
最
寄
り
の
農
業
委
員

（
農
業
委
員
会
事
務
局
）、Ｊ
Ａ
鳥
取
い

な
ば
各
支
店
（
鳥
取
地
域
）、
各
総
合

支
所
産
業
建
設
課
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

時
間　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時

内
容　

農
地
の
売
買
、
貸
借
、
転
用
、

農
業
者
年
金　

な
ど

と　

き

と
こ
ろ

11
月
２
日
（
火
）Ｊ
Ａ
鳥
取
支
店

11
月
４
日
（
木
）Ｊ
Ａ
邑
美
支
店

11
月
８
日
（
月
）Ｊ
Ａ
高
草
支
店

11
月
９
日
（
火
）Ｊ
Ａ
せ
ん
だ
い
支
店

11
月
10
日
（
水
）Ｊ
Ａ
湖
東
支
店

11
月
11
日
（
木
）Ｊ
Ａ
湖
南
支
店

11
月
15
日
（
月
）
国
府
町
総
合
支
所

11
月
16
日
（
火
）
福
部
町
総
合
支
所

11
月
17
日
（
水
）
河
原
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

11
月
18
日
（
木
）
用
瀬
町
総
合
支
所

11
月
19
日
（
金
）
佐
治
町
総
合
支
所

11
月
24
日
（
水
）
気
高
町
総
合
支
所

11
月
25
日
（
木
）
鹿
野
町
総
合
支
所

11
月
26
日
（
金
）
青
谷
町
総
合
支
所

有 

害 

鳥 

獣 

と 

は

　
「
イ
ノ
シ
シ
が
田
を
荒
ら
し
た
」「
サ

ル
に
果
樹
を
や
ら
れ
た
。
前
は
こ
ん
な

こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
な
ぁ
。」
年
々

悪
化
し
て
い
く
動
物
に
よ
る
被
害
。
令

和
元
年
度
の
鳥
取
市
に
お
け
る
農
林
水

産
物
等
の
被
害
は
約
１
，８
０
０
万
円
。

最
近
で
は
市
街
地
に
イ
ノ
シ
シ
や
ク
マ

が
出
没
し
て
人
を
襲
う
よ
う
な
事
件
も

発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
農
林
水
産
物
や
人
の

生
活
に
被
害
を
与
え
る
動
物
や
鳥
を
有

害
鳥
獣
と
言
い
ま
す
。

　

で
は
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
有
害
鳥

獣
の
対
策
を
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。
有
害
鳥
獣
の
被
害
を
根
本

的
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
次
の
３
本

柱
に
よ
る
地
域
ぐ
る
み
の
対
策
が
必
要

で
す
。

①
有
害
鳥
獣
の
数
を
減
ら
す

②
動
物
か
ら
土
地
を
守
る

③
動
物
が
近
づ
か
な
い
環
境
に
す
る

有
害
鳥
獣
駆
除
と
は

　

有
害
鳥
獣
を
捕
獲
し
て
数
を
減
ら
す

こ
と
を
有
害
鳥
獣
駆
除
と
言
い
ま
す
。

重
要
な
対
策
３
本
柱
の
１
つ
で
す
。

　

以
前
の
主
な
鳥
獣
捕
獲
手
段
は
、
冬

に
行
わ
れ
る
狩
猟
で
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
追
い
つ
か
な
い
ほ
ど
野

生
鳥
獣
の
個
体
が
爆
発
的
に
増
え
、
被

害
が
拡
大
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
猟

期
以
外
で
も
自
治
体
が
許
可
を
出
し
た

鳥
獣
に
限
り
、
狩
猟
の
資
格
を
も
っ
た

人
に
捕
獲
を
許
可
す
る
活
動
が
活
発
化

し
ま
し
た
。

▼
駆
除
す
る
に
は
？

　

捕
獲
に
は
「
狩
猟
免
許
の
取
得
」
と

「
鳥
取
市
の
許
可
」
が
必
要
で
す
。
主

に
猟
友
会
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
が
、

農
家
自
身
が
立
ち
上
が
っ
て
資
格
を
取

り
、
連
携
し
て
多
数
の
イ
ノ
シ
シ
を
駆

除
し
た
成
功
例
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ヌ
ー
ト
リ
ア
、
ア
ラ
イ
グ
マ

な
ど
特
定
の
外
来
種
に
限
っ
て
は
、
講

習
等
を
受
け
て
捕
獲
構
成
員
と
な
れ
ば

狩
猟
免
許
が
な
く
て
も
捕
獲
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
諦
め
な
い
で
相
談
を

　

鳥
取
市
で
は「
鳥
獣
被
害
防
止
計
画
」

に
基
づ
き
、
様
々
な
体
制
と
助
成
が
用

意
さ
れ
て
い
ま
す
。
被
害
に
困
っ
て
い

る
場
合
は
、
あ
き
ら
め
ず
、
ま
ず
は
相

談
を
し
ま
し
ょ
う
。

★
次
号
は
被
害
を
防
ぐ
方
法
を
お
伝
え
し
ま
す
。

農
作
業
中
の
事
故
に
気
を
付
け
て
！

　

ト
ラ
ク
タ
ー
等
の
農
作
業
用
機
械
の

運
転
に
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

特
に
後
進
時
は
安
全
確
認
を
徹
底
す

る
こ
と
。
指
さ
し
確
認
等
を
行
い
ま

し
ょ
う
。

　

圃
場
や
畔
、
路
肩
周
り
の
傾
斜
や
凸

凹
、
補
助
作
業
中
の
位
置
な
ど
を
確
認

す
る
。

　

作
業
中
に
稼
働
部
分
を
点
検
す
る
と

き
は
必
ず
エ
ン
ジ
ン
を
切
る
。

　

作
業
が
終
わ
っ
た
ら
ブ
レ
ー
キ
ベ
ダ

ル
を
連
結
す
る
。

捕獲したイノシシ※鳥取市住宅街付近

畑の作物を食べるシカ※鳥取市内

編
集
後
記

　
秋
の
実
り
の
季
節
に
な
る
と
、
収
穫
物
に

誘
わ
れ
て
、
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
・
サ
ル
な
ど

有
害
鳥
獣
の
活
動
が
活
発
に
な
る
。
我
が
家

の
近
く
の
田
や
畑
に
は
、
イ
ノ
シ
シ
除
け
の

電
気
柵
や
ピ
ン
ク
の
テ
ー
プ
が
貼
り
廻
ら
さ

れ
、
夜
中
も
防
獣
ラ
イ
ト
が
ピ
カ
ピ
カ
光
っ

て
警
告
を
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
電
気
柵

の
下
を
く
ぐ
り
抜
け
て
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
に

入
ら
れ
被
害
が
で
た
と
話
が
聞
こ
え
て
く

る
。
人
と
動
物
と
の
生
活
圏
が
近
く
な
っ
て

い
る
た
め
だ
が
、
根
気
強
く
鳥
獣
対
策
を
継

続
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
。

　
　
　
（
Ｔ
）

農地を活かし  担い手を応援する

毎月４回金曜日発行（月額 700円）
「全国農業新聞」は全国農業会議所
が発行する農業委員会系統組織の
情報紙です。
◎購読申込：農業委員会事務局に
お問い合わせください。




